
指標 

（厚労省提出指標・ＤＰＣ指標）

Process

レセ電コード 診療行為名 区分 

113010710 薬剤管理指導料１ B0081 

113010810 薬剤管理指導料２ B0082 

120001610 薬剤管理指導料３ B0083 

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 入院日から薬剤管理指導料初回算定までの日数 介入した患者における 

分母 薬剤管理指導料を算定した患者数  

収集期間 １ヶ月毎  

調整方法   

薬剤師介入までの日数 

薬剤師の薬学的管理指導は、医療改善につながる。入院早期の介入によるリスク回避（持参薬評価、副作用

歴、転倒リスクなど）や処方設計に必要なアセスメントの実施状況をみる。 

最小値 1.7   25％値 3.3  中央値 5.7  75％値 9.7   最大値 18.0   回答病院 58 

 最小値、25％値、中央値、75%値、最大値、それぞれ2021年から初回算定までの日数が延びています。2021年

との比較では、薬剤師介入までの日数の平均が１日台は2病院減少し4病院に、2日台まで含めると1病院減少し

12病院です。10日以上が13病院ありますが、療養病棟や緩和ケア病棟などで退院時のみの介入となっているこ

とも考えられます。療養病棟での安定した患者であっても、生理機能の低下を考慮し多剤投与のリスクを減ら

すことも重要です。退院時のみではなく早期の薬剤師介入を検討しましょう。 

入院後のなるべく早い時期に薬歴聴取・リスク評価を行い、より安全で適切な薬物療法に向けて薬剤師の専

門性を発揮することが望まれます。 
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指標の意義 

指標の定義・算出方法 

・必要データセット：DPC様式１、EFファイル 

・分子：分母のうち、入院日から薬剤指導管理実施を最初に算定された日までの日数（入院日を１） 

・分母：入院症例のうち、薬剤管理指導を受けた症例数 

・分子÷分母（単位：日） 

分母の定義 

Ⅰ.解析期間に退院した症例を対象とする 

Ⅱ.薬剤指導管理実施の算定されている症例 

分子の定義 

Ⅰ.入院日から薬剤指導管理実施を最初に算定された日までの日数。入院日を1とする 

測定上の限界・解釈上の注意 

考察 

必ずしも、すべての患者に薬剤管理指導を要するわけではないが、本指標では「実施された症例」に限定し

ている点に注意。また、入院途中に介入が必要となった症例が多い場合、指標値としては低く算出される。 










